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   第 ２ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

平成27年７月１日（水曜日） 

                        午前９時59分開議 

                        午後０時５分閉会 

                   

本日の会議に付した事件 

 平成27年度主要事業等の説明 

 議案第１号 平成27年度熊本県一般会計補

正予算（第２号） 

議案第15号 財産の取得について 

議案第16号 工事請負契約の変更について 

議案第17号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第18号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第19号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第20号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第21号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第22号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

報告第１号 平成26年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう

ち 

報告第２号 平成26年度熊本県港湾整備事

業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告

について 

報告第３号 平成26年度熊本県流域下水道

事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報

告について 

報告第７号 専決処分の報告について 

閉会中の審査事件（所管事務調査）につい

て 

報告事項 

  ①熊本広域大水害からの復旧・復興の状

況 

  ②ＪＲ鹿児島本線等連続立体交差事業に

伴う交通切替について 

③瀬目トンネルの災害復旧について 

  ④川辺川ダムに関する最近の状況につい

て 

                  

出席委員（７人） 

        委 員 長 増 永 慎一郎 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 森   浩 二 

        委  員  田 大 造 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 河 津 修 司 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

                  

説明のため出席した者 

 土木部 

        部  長 猿 渡 慶 一 

      総括審議員兼 

      河川港湾局長  渡 邊   茂 

            政策審議監 原     悟 

      道路都市局長  手 島 健 司 

      建築住宅局長 田 邉   肇 

        監理課長 成 富     守 

            用地対策課長 久 保  隆 生 

    土木技術管理課長 緒 方 進 一 

      道路整備課長 宮 部 静 夫 

      道路保全課長 高 永 文 法 

      首席審議員兼 

都市計画課長  松 永 信 弘 

      下水環境課長 宮 本 秀 一 

        河川課長 村 上 義 幸 

        港湾課長 平 山 高 志 
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        砂防課長 原 田 高 臣 

        建築課長 清 水 照 親 

        営繕課長 深 水 俊 博 

        住宅課長 上 妻 清 人 

                

事務局職員出席者 

     議事課主幹   東   昭 宏 

     政務調査課主幹  法 川 伸 二 

                 

  午前９時59分開議 

○増永慎一郎委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから、第２回建設常任

委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に２名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。 

 それでは、本日は執行部を交えての初めて

の委員会ですので、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 今年度、建設常任委員長をさせていただき

ます増永でございます。１年間、よろしくお

願いします。 

 また、副委員長、緒方副委員長ということ

で、２人で力を合わせて、きちんとこの建設

常任委員会、１年間、やっていきたいという

ふうに思っております。 

 皆様方におかれましては、お互いにいろん

な意見を出し合いながら、県政発展のために

頑張っていっていただきたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願い申し上げ

まして、御挨拶にかえさせていただきます。

よろしくお願いします。 

 

○緒方勇二副委員長 皆さんおはようござい

ます。 

 副委員長を仰せつかりました緒方でござい

ます。昨年に引き続きでございますが、今

回、増永委員長をしっかりと補佐して、委員

会の運営に努めてまいる所存でございますの

で、執行部の皆さん、委員の皆さん方にもど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ですが、御挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○増永慎一郎委員長 次に、執行部幹部職員

の自己紹介をお願いします。 

 自己紹介は、課長以上について、自席から

起立してお願いいたします。 

 また、審議員及び課長補佐については、お

手元にお配りしております平成27年度主要事

業及び新規事業説明資料の中の役職員名簿に

より紹介にかえさせていただきます。 

 それでは、猿渡土木部長から順次お願い申

し上げます。 

  (土木部長～住宅課長の順に自己紹介) 

○増永慎一郎委員長 １年間、このメンバー

で審議を行いますので、よろしくお願いしま

す。 

 それでは、平成27年度主要事業等説明及び

本委員会に付託されました議案等の審査を行

います。 

 まず、主要事業の説明を執行部のほうに求

めたいと思います。まず、主要事業から行い

ました後で付託議案の審査ということで行い

たいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 また、執行部からの説明は、効率よく進め

るため、着席のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 まず、猿渡土木部長に総括説明をお願いし

ます。 

 

○猿渡土木部長 今回の定例県議会に提出し

ております議案の説明に先立ち、最近におけ

る土木行政の動向について御報告を申し上げ

ます。 

 まず、梅雤前線豪雤による被害についてで

ございますが、先月２日に九州北部地域が梅

雤入りし、６月10日から11日にかけて、天草

地域を中心に、県内の広範囲で梅雤前線豪雤
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による道路や河川の災害等が発生をいたしま

した。幸い、人命にかかわるような甚大な被

害はありませんでしたが、今後も、熊本広域

大水害等の教訓をもとに、県民の方々が安全

に安心して生活できるよう、防災対策に万全

を期してまいります。 

 なお、昨夜から本日にかけての大雤の状況

ですが、現時点で人的被害の報告は入ってお

りません。現在雤のピークは過ぎつつありま

すが、引き続き警戒を続けてまいります。 

 次に、阿蘇中岳噴火に伴う降灰状況につい

てですが、昨年12月から火口周辺10地点で堆

積厚さの観測を行っております。降灰量は、

ことし１月をピークに尐なくなる傾向にあり

ますが、噴火活動は継続をしており、今後

も、降灰量調査を実施するとともに、県管理

道路の降灰除去等に万全を期してまいりま

す。 

 次に、平成27年度当初予算の概要について

御説明いたします。 

 一般会計の予算額としましては847億1,607

万5,000円、対前年度比96.3％を計上してお

ります。 

 特別会計につきましては、港湾整備事業特

別会計、臨海工業用地造成事業特別会計及び

流域下水道事業特別会計の３つの特別会計が

ございますが、合計で66億1,233万9,000円、

対前年度比104.6％を計上しております。 

 土木部の一般会計及び特別会計を合わせま

した予算総額は913億2,841万4,000円を計上

しており、対前年度比は96.9％となります。 

 平成27年度、土木部においては、新４カ年

戦略の総仕上げとして、加速化、見える化、

核心を突くという３つの視点で、目標達成に

向けた取り組みや将来の礎を築く取り組みを

重点的に展開するとともに、熊本広域大水害

からの創造的な復旧、復興を着実に進めてま

いります。 

 次に、今定例県議会に提案しております土

木部関係の議案の概要について御説明いたし

ます。 

 今定例県議会に提案しております議案は、

補正予算関係議案１件、条例等関係議案８

件、報告関係４件でございます。 

 初めに、補正予算について御説明いたしま

す。 

 今回の補正予算は、阿蘇中岳噴火に伴う降

灰対策に必要な経費及び社会資本整備総合交

付金事業等の国庫内示増に伴う補正等によ

り、２億9,223万円の増額をお願いしており

ます。 

 これにより、土木部の一般会計及び特別会

計を合わせました６月補正後の予算額は916

億2,064万4,000円となっております。 

 次に、条例等関係議案につきましては、財

産の取得について１件、工事請負契約の変更

について１件、道路管理瑕疵及び港湾施設管

理瑕疵関係の専決処分の報告及び承認につい

て６件、御審議をお願いいたしております。 

 報告関係につきましては、平成26年度熊本

県一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて外３件について御報告させていただきま

す。 

 その他報告事項につきましては、熊本広域

大水害からの復旧、復興について外３件につ

いて御報告させていただきます。 

 以上で総括的な御説明を申し上げました

が、詳細につきましては、担当課長から説明

いたしますので、御審議のほどよろしくお願

いをいたします。 

 今後とも各事業の推進に積極的に取り組ん

でまいりますので、委員各位の御支援と御協

力をよろしくお願いいたします。 

 

○増永慎一郎委員長 次に、主要事業等につ

いて、関係課長から順次説明をお願いいたし

ます。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 本日は、説明資料としまして、平成27年度
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主要事業及び新規事業説明資料及び建設常任

委員会説明資料を準備しております。また、

その他報告事項としまして、４件の報告資料

を準備しております。 

 なお、参考資料としまして、平成27年度公

共事業等費用負担調書をお手元にお配りして

おりますので、後ほどごらんいただきたいと

思います。 

 まず、平成27年度主要事業及び新規事業説

明資料により御説明いたします。 

 資料の１ページから７ページまでは、平成

27年度の土木部役付職員名簿でございます。

各課の課長補佐以上の職員名簿と分掌事務を

掲載しておりますので、後ほどごらんいただ

きたいと思います。 

 ８ページをお願いいたします。 

 土木部関係組織図です。本庁は、３局13課

４課内室50班で事業を推進しております。ま

た、出先機関が、広域本部及び地域振興局11

機関、その他事務所が８機関となっておりま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 広域本部関係組織図です。本年度より地域

振興局における景観建築業務を広域本部に集

約しております。これまで各地域振興局に置

いておりました景観建築課もしくは景観建築

班を廃止し、県央広域本部土木部、県南広域

本部土木部に景観建築課を設置し、県北広域

本部土木部の景観建築課を景観建築第一課と

景観建築第二課に改編いたしております。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 平成27年度当初予算資料です。 

 土木部の当初予算総額は、最上段の右端の

合計欄に記載しておりますとおり、913億2,8

41万4,000円で、対前年度比96.9％となって

おります。減額の主な要因としましては、熊

本広域大水害関連事業の減です。その内訳と

しましては、左から一般会計の普通建設事業

につきましては、補助事業が460億556万9,00

0円、県単事業が145億1,895万1,000円、直轄

事業が100億8,107万9,000円となっておりま

す。 

 次に、災害復旧事業につきましては、補助

事業が39億4,121万3,000円、県単事業が１億

円となっております。 

 投資的経費計としましては746億4,681万

2,000円で、対前年度比95.6％となります。

次に、消費的経費につきましては100億6,926

万3,000円で、対前年度比102.5％となってお

ります。一般会計計としましては847億1,607

万5,000円で、対前年度比96.3％となりま

す。 

 次に、その右の特別会計につきましては、

年間所要額を計上しておりますが、港湾整備

事業特別会計、臨海工業用地造成事業特別会

計及び流域下水道事業特別会計の３つの特別

会計の合計としまして、投資的経費は17億

3,637万8,000円となっております。また、そ

の右側の消費的経費は48億7,596万1,000円と

なっております。合わせまして、特別会計で

すが、66億1,233万9,000円となります。 

 11ページをお願いします。 

 平成27年度予算総括表です。 

 一般会計及び特別会計ごとに、各課ごとの

本年度当初予算額、前年度当初予算額、比較

増減額及び右側に本年度当初予算の財源内訳

を記載しております。 

 表の最下段の土木部合計の欄でございます

が、国支出金が277億8,927万1,000円、地方

債が366億8,740万円、その他が117億5,679万

円、一般財源が150億9,495万3,000円となっ

ております。 

 以上が土木部全体の予算額の状況でござい

ます。 

 次に、12ページをお願いします。 

 ここからは、主要事業及び新規事業です。 

 まず、監理課です。 

 １段目の建設産業総合支援事業で1,085万

8,000円を計上しています。これは、建設産

業を取り巻く環境が厳しい中、新熊本県建設
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産業振興プラン・アクションプログラム(後

期)に基づき実施する建設業者等への各種支

援に要する経費です。 

 主なものを説明しますと、今年度は、(1)

として、建設業者の新分野進出を支援する事

業、(4)として、新規事業として、第３次建

設産業振興プランを策定することとしていま

す。 

 なお、２段目に参考として記載しておりま

すが、平成26年度２月補正予算で経済対策

分、地域住民生活等緊急支援のための交付

金、地方創生先行型として6,085万7,000円を

計上しています。若年技能者の雇用促進のた

めの賃金助成などに取り組み、平成27年度当

初予算と合わせ、社会資本の整備、維持や地

域の建設産業の振興に取り組むこととしてい

ます。 

 監理課は以上です。 

 

○久保用地対策課長 用地対策課でございま

す。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 平成25年度末に策定しまして、昨年度から

本格運用しております熊本県用地取得加速化

パッケージについて御説明申し上げます。 

 これは、災害復旧、復興や経済対策などに

も着実に対応できるよう、職員の適正配置で

すとか育成の取り組みとは別に、事業効果の

早期発現へ向けて用地取得を加速化し、適切

な用地取得を形成していくために取り組んで

いる新たな施策でございます。 

 ６つのメニューがございますけれども、記

載の予算額は、全て事業費予算として関係各

課のほうで計上しております。 

 主な４メニューに絞って御説明いたします

と、(1)用地取得マネジメントの活用は、ル

ートの決定前など、事業計画の検討段階から

用地に係る調査を行い、用地原因による長期

化リスクを可能な限り避けながら、計画的に

用地取得を進める取り組みでございます。 

 (3)公共嘱託登記司法書士協会等への委託

は、登記難航案件で家事審判などの高度な手

続を要するものにつきまして、専門知識を有

します司法書士協会などを積極的に活用する

取り組みでございまして、本年度は25件程度

の委託を予定しております。 

 (4)用地先行取得の推進は、事業計画の前

期に用地補償費を重点配分しまして、用地の

早期取得完了を目指す取り組みでございま

す。 

 (5)用地補償説明業務の民間委託の導入

は、限られた職員数の中で用地取得を加速化

するために、試行的に用地補償内容の説明業

務を補償コンサルタントなどの民間に委託す

るものでございまして、本年度は10件程度を

予定しております。 

 用地対策課は以上でございます。 

 

○宮部道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 資料の14ページをお願いいたします。 

 まず、１段目の道路改築事業で27億8,000

万円を計上しております。これは国庫補助事

業で地域高規格道路の整備を行うものであ

り、熊本天草幹線道路として国道266号の大

矢野バイパス及び国道324号の本渡道路の整

備を予定しております。 

 次に、地域道路改築事業で87億2,569万

5,000円を計上しております。これは、社会

資本整備総合交付金事業等で、国道、県道の

現道の拡幅や線形改良、またはバイパスなど

の整備を行うものであり、国道につきまして

は、443号、佐俣拡幅外20カ所、県道につき

ましては、堂園小森、小谷工区外78カ所、五

木村振興としまして、国道445号、九折瀬地

区の整備を予定しております。 

 次に、道路計画調査費で１億3,170万円を

計上しております。これは、交通量調査費及

び地域高規格道路として整備を検討すべき路

線、区間に関する調査を行うものでございま
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す。交通量調査は、全国一斉に５年に１度、

国県道全路線を対象に実施しており、この調

査結果は、将来の道路計画や都市計画の策定

等に使用されるものでございます。 

 次に、単県道路改築事業で27億8,045万円

を計上しています。これは、県道の比較的小

規模な整備を行う事業です。 

 最後に、橋りょう補修事業で23億2,570万

円を計上しております。これは、老朽化した

橋梁の補修、補強等を行うための事業でござ

います。 

 道路整備課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課です。 

 資料の16ページをお願いします。 

 まず、１段目の道路災害防除事業で13億

6,928万1,000円を計上しています。これは、

落石、斜面崩壊等の自然災害の発生のおそれ

のある道路危険箇所において防災対策を実施

するもので、国道26カ所、県道61カ所の危険

箇所解消のための対策を予定しています。 

 次に、交通安全施設等整備事業で32億

7,753万6,000円を計上しています。これは、

歩行者や自転車が安全で快適に利用できる歩

道や交差点の整備などを実施するものです。 

 次に、道路施設修繕事業で93億889万3,000

円を計上しています。これは、維持管理計画

に基づき、道路施設の補修や更新を計画的に

実施し、道路機能の確保と沿道環境の保全、

再生を図るものです。 

 17ページをお願いします。 

 １段目の新規事業、道路施設点検事業費で

6,282万6,000円を計上しています。これは、

平成25年６月の道路法の改正等に伴い、橋梁

等の重要構造物の定期点検が義務づけられま

したが、市町村には、職員不足や技術力不足

等の課題があります。県では、市町村から県

に派遣された研修生に技術研修を実施した

り、国、県、市町村等の道路管理者で構成す

る熊本県道路メンテナンス会議が主催する技

術研修会の開催や道路技術アドバイザーの派

遣など、市町村がみずから点検業務を発注し

監督できるよう、さまざまな技術支援策を実

施しているところです。今後も引き続き同様

の支援策を実施してまいりますが、それでも

なお、みずから発注、監督できない市町村に

対しては、県がその予算を受託し、点検業務

を実施することとしています。 

 最後に、ロード・クリーン・ボランティア

で310万3,000円を計上しています。 

 道路保全課は以上でございます。 

 

○松永都市計画課長 都市計画課です。 

 資料の18ページをごらん願います。 

 まず、１段目の連続立体交差事業費で42億

7,600万円を計上しています。これは、ＪＲ

鹿児島本線等連続立体交差事業で高架化工事

等を行うものです。 

 次に、街路事業費で７億4,774万8,000円を

計上しています。これは都市計画道路の整備

を行うもので、荒尾市の荒尾海岸線等の整備

を行います。 

 次に、都市公園整備事業費で６億8,770万

円を計上しています。これは、鞠智城をＰＲ

する事業や都市公園の改修及び主要幹線道路

の沿道景観の向上を図るものです。 

 次に、都市計画調査費で8,930万円を計上

しています。これは、都市計画の決定、変更

に向けた調査等を行うものです。 

 最後に、景観整備推進費で4,514万4,000円

を計上しています。これは、景観法や景観条

例等に基づきます景観指導や緑化・景観形成

活動の支援等を通じて、良好な景観形成を図

るものです。 

 都市計画課からは以上です。 

 

○宮本下水環境課長 下水環境課です。 

 資料の20ページをお願いします。 

 まず、１段目の生活排水適正処理重点推進



第２回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成27年７月１日) 

 - 7 - 

事業で2,500万円を計上しています。これ

は、各家庭から下水道などへの接続を促進す

るため、市町村に対してその額の２分の１を

限度に助成するものです。 

 次に、生活排水対策総合促進事業で228万

2,000円を計上しています。これは、本県の

生活排水対策のマスタープラン、くまもと生

活排水処理構想を総合的に推進するため、県

民への普及啓発を行うものです。 

 次に、新規事業、熊本県生活排水処理構想

策定事業で1,396万3,000円を計上していま

す。これは、人口減尐などの地域社会構造の

変化及び既存施設の老朽化による改築、更新

等の現状を踏まえ、未普及地域の早期整備や

持続可能な運営管理を基本方針とする新たな

構想を策定するものです。 

 次に、浄化槽整備事業で２億5,197万6,000

円を計上しています。これは、浄化槽を設置

する者に補助を行う市町村に対して県から補

助するものです。 

 最下段の農業集落排水事業と21ページ１段

目の漁業集落排水施設整備事業は、農業集落

あるいは漁業集落において、市町村が、し

尿、生活雑排水を集合処理する施設を整備す

る事業で、農業集落関係で１億2,511万5,000

円、漁業集落関係で１億3,320万円をそれぞ

れ計上しています。 

 最後に、流域下水道特別会計です。 

 本県では、熊本北部を初め、球磨川上流、

八代北部の３カ所で流域下水道事業を実施し

ています。これらの建設費及び維持管理費は

特別会計で処理を行っており、流域下水道建

設事業で12億4,032万円、流域下水道維持管

理事業で13億9,221万円を計上しています。 

 下水環境課は以上です。 

 

○村上河川課長 河川課です。 

 資料の22ページをお願いします。 

 まず、１段目の河川事業で82億8,349万

1,000円を計上しています。これは、豪雤災

害等に対して流域一体となった河川改修や情

報基盤の整備といった総合的な防災対策を推

進するもので、河川改修事業を白川外18カ所

で実施します。また、平成24年の熊本広域大

水害により甚大な被害が発生した白川及び黒

川の河川改修を行う河川激甚災害対策特別緊

急事業を実施します。 

 次に、海岸事業で３億4,785万円を計上し

ています。これは、高潮、波浪等による被害

から海岸背後地を守るため、堤防、護岸等の

海岸保全施設の整備及び老朽化した施設の機

能回復、強化を実施するものです。 

 23ページをお願いします。 

 １段目の堰堤改良事業で５億25万円を計上

しています。これは、市房ダム管理施設の障

害発生リスクを軽減するための設備の改良や

更新のほか、長期的なダムの安全性及び機能

を保持していく観点から、県が管理するダム

の健全度を総合的に調査及び評価し、今後の

維持管理方針を定めることにしています。 

 最後に、単県河川海岸事業で15億6,911万

4,000円を計上しています。 

 河川課は以上です。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 資料の24ページをお願いいたします。 

 まず、１段目の港湾改修事業(補助)で10億

5,189万4,000円を計上しております。これ

は、重要港湾における港湾施設の建設、改良

を行う重要港湾改修事業、地方港湾における

地方港湾改修事業、岸壁や物揚げ場、桟橋等

の補修を行う港湾補修事業です。 

 次に、港湾改修事業(単独)で10億2,465万

1,000円を計上しております。これは、航路

や泊地を維持するためのしゅんせつ、老朽化

した港湾施設の緊急的な補修等を行うもので

す。 

 次に、港湾環境整備事業で２億8,015万円

を計上しております。これは、海洋の環境保

全のため、しゅんせつ土砂処分場の護岸整
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備、海域の水質、底質の改善を図るための覆

砂等を行うものです。 

 次に、港湾調査費で5,800万円を計上して

おります。 

 次に、25ページをお願いいたします。 

 １段目の海岸高潮対策事業で１億5,330万

円を計上しております。これは、津波、高潮

発生時に備え、防波堤等既存の海岸保全施設

の防災機能を確保するため、改修等を行うも

のでございます。 

 次に、空港管理費で５億2,106万3,000円を

計上しています。これは、天草空港の施設の

管理運営や修繕等を行うものです。 

 次に、港湾整備事業特別会計ですが、施設

管理費で７億7,927万9,000円、県管理港湾施

設整備事業費で２億5,000万円を計上してお

ります。 

 最後に、臨海工業用地造成事業特別会計で

すが、漁業振興費で5,000万円を計上してい

ます。 

 港湾課は以上でございます。 

 

○原田砂防課長 砂防課です。 

 資料の26ページをお願いします。 

 まず、１段目の砂防事業で51億9,745万円

を計上しています。これは、砂防指定地内の

渓流において土砂災害を未然に防止するた

め、砂防堰堤工等を実施するものです。(3)

の砂防激甚災害対策特別緊急事業は、平成24

年に阿蘇地域で発生した土砂災害区間を、復

旧、復興の一環として再度災害を防止するた

め、平成25年度からおおむね３年で30カ所を

実施するものです。最終年となります本年度

は、尾篭川外18カ所で実施します。 

 次に、地すべり対策事業で１億9,005万円

を計上しています。これは、地滑り防止区域

内において、地滑りによる被害を防止、軽減

するため、地下水排除工等を実施するもので

す。 

 次に、急傾斜地崩壊対策事業で12億676万

5,000円を計上しています。これは、急傾斜

地崩壊危険区域内において崖崩れ等による急

傾斜地の崩壊を防止するため、擁壁工等を実

施するものです。 

 最後に、ソフト対策事業で12億2,509万

9,000円を計上しています。これは、土砂災

害に対する警戒避難体制の整備強化を図るも

ので、(3)新規事業の危険地区からの移転促

進事業は、土砂災害特別警戒区域に居住する

方の区域外への移転を促進する補助事業で

す。 

 砂防課は以上です。 

 

○清水建築課長 建築課です。 

 資料の27ページをお願いします。 

 まず、１段目のくまもとアートポリス推進

費で1,256万円を計上しています。これは、

コミッショナー制度による参加プロジェクト

の推進や県内建築物の顕彰、また、建築塾等

の開催による人材育成等を行うものです。 

 次に、やさしさと夢あるまちづくり支援事

業費で502万3,000円を計上しています。これ

は、ユニバーサルデザインにより整備する民

間建築物に対して助成等を行い、やさしいま

ちづくりを推進するものです。 

 次に、建築物防災対策推進事業で２億428

万8,000円を計上しています。これは、耐震

診断が義務づけられた民間の大規模建築物等

の耐震診断や改修費用に対する助成や耐震改

修促進計画の改定等を行うものです。 

 次に、危険地区からの移転促進事業で

2,321万9,000円を計上しています。これは、

崖地の崩壊等の危険から住民の安全を確保す

るために、国の交付金事業であるがけ地近接

等危険住宅移転事業にあわせて、県単独事業

の危険地区からの移転促進事業を新たに実施

するものです。 

 最後に、民間建築物アスベスト緊急改修促

進事業で4,274万5,000円を計上しています。

これは、民間建築物のアスベスト除去等に対
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する助成や、主に1,000平米未満の建築物に

ついて、アスベストの使用実態把握のための

データ整備を行うものです。 

 建築課は以上です。 

 

○深水営繕課長 営繕課です。 

 資料の28ページをお願いいたします。 

 県有施設保全改修費で３億1,606万3,000円

を計上しております。これは、総合庁舎等県

有施設について計画的な保全改修を行い、県

有施設の長寿命化やライフサイクルコストの

低減等、効率的な保全を推進するものです。 

 なお、施設主管課が行う大規模な改修工事

や新築工事については、別途施設主管課より

予算要求がなされています。 

 営繕課は以上です。 

 

○上妻住宅課長 住宅課です。 

 資料の29ページをお願いいたします。 

 まず、１段目の公営住宅ストック総合改善

事業費で８億8,444万7,000円を計上しており

ます。これは、県営住宅ストックを有効活用

するため、計画的な修繕や改善工事を行い、

建物の長寿命化を図るとともに、入居者の安

全や良好な居住環境を確保するものです。 

 (1)は、建物の長寿命化等のために、屋根

防水、外壁改修、室内の段差解消や手すりの

設置などの住戸改善を行うもの、(2)、(3)

は、居住性向上や安全性確保のために、給水

やガスの設備改修を行うものです。 

 次に、高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事

業費で２億774万円を計上しています。これ

は、高齢者向けにバリアフリー化し、生活支

援サービスを備えた賃貸住宅を供給する民間

事業者に対して助成を行い、高齢者向け賃貸

住宅の整備を促進させるものです。 

 住宅課は以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で平成27年度主要

事業等の説明が終わりましたので、質疑を受

けたいと思います。 

 ただいまの説明について質疑はありません

か。――ありませんか。 

 

○城下広作委員 20ページの生活排水処理構

想事業の部分でございますけれども、このこ

とで、よく浄化槽が老朽化して古くなるとい

うことが問題になるんですけれども、その前

に、老朽化して問題になるのは、浄化槽の機

能が損なわれて、結果的に悪水を逆に出して

しまうということに対していろいろ考えてい

かにゃいかぬのですけれども、例の法定点検

の率、これはちょっと熊本県どのくらいにな

っているんですかね。そして、全国的には法

定点検も、全国から見て、うちは高いのか低

いのか、ちょっとその辺をはっきりさせてく

ださい。 

 

○宮本下水環境課長 熊本県の今の受検率で

ございますが、11条検査のほうが、昨年度、

平成25年度で60.3％となっております。全国

でいきますと、全国平均のほうが――済みま

せん、尐し時間をいただいていいですか。 

 

○城下広作委員 全国でわからなければ、そ

の60.3％という、これがまず高いと思ってい

るのか、まだまだ厳しいから上げなきゃいけ

ないと思っているか、ちょっとこれの認識

を。 

 

○宮本下水環境課長 このうち、先ほど申し

上げました受検率の中で、単独浄化槽のほう

がやはり低いようになっております。やはり

まだまだ高めていく必要があるというふうに

は考えております。 

 

○城下広作委員 いわゆる法定点検ですか

ら、法律で定めて点検をしなさいというのが

大前提。そうしますと、それは100％になる

というのが基本的な考え方。それが約４割は
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法定点検ができてないということは、どうい

うふうに処理されているか明確ではないとい

うように考えられるわけですよ。だから、せ

っかく浄化槽を設置しても法定点検が進んで

ないということは、ある意味では、長く設置

して、そのまま壊れた状態で運転をしている

という浄化槽もあるというふうに聞いており

ます。それは結果的には河川にそのまま流れ

るということで、この法定点検を上げるとい

うことが、これは絶対大事だというふうに思

うんですけれども、この辺の構想をしっかり

この中では考えるというような理由にはなる

んですかね。 

 

○宮本下水環境課長 今度の新しい構想とい

いますのが、現在も構想を持っております

が、その中で人口減尐とか施設の老朽化とい

うのが進んでおりますので、これから早期に

未整備区域をやるためには、区域の見直しで

すとか、施設の統廃合ですとか、そういう観

点を踏まえて、長期の維持管理体制なども踏

まえたところで整理したいというふうに考え

ております。 

 

○城下広作委員 恐らく今の課長の話は、今

から未整備区間、浄化槽とか下水道がないと

ころ、こういうところにしっかりと推進をし

ていこうと。ただ、それ以前に、もう既に浄

化槽を設置したりしているところで法定点検

がなされてないということだから、まだ全然

ついてないとか今からだと、当然最初から法

定点検の重要性とかいうことを言っていかな

いと、同じような形で、設置しても管理がお

ぼつかないという状況になるから、既にある

既存のところをしっかりまずするということ

もやっとかないと、両論でやっていかない

と、新たに全然ついてないところに対してや

ることは当然大事なんですけれども、既存の

ことにしっかり手を打つというふうな形の

分、これを考えていただきたいというふうに

思います。 

 あわせて、浄化槽のちょっと問題で、昔は

家族がたくさんいて大きな浄化槽、ところ

が、だんだんだんだん家族が減っていくと、

１人で住んでいく状態になると。そうする

と、そのときの負担というのは全然変わらな

いですね。これも非常に何か複雑なちょっと

問題なんかもあって、この辺も今後どうする

かという、いろいろ考えなきゃいけない部分

もあるんですね。 

 それと、浄化槽の点検で、要は、だんだん

家族が尐なくなって高齢者が１人になると、

年金生活とか本当に所得が尐なくなると、先

ほど言った法定点検ですらなかなか負担がで

きないという人も中には出てきて、経済的理

由で、やりたいけれど、パスをするというよ

うなことがあるもんですから、この辺の経済

的負担というか、それによって法定点検がな

されなければ、まあ、ある意味では、一定の

所得の低い人、負担がなかなかできにくい人

には、何かしらの、いろいろ補助というか、

いろんなことも考えるときが、だんだんだん

だん高齢化社会になって出てくるのかなとい

うのもあるんですけれども、既にそのことを

考えて取り組んでいるような県もあるやに聞

いておりますので、この辺の認識はどうでし

ょうか。 

 

○宮本下水環境課長 熊本県では、３つの自

治体が浄化槽の維持管理に対して助成のほう

をされております。各自治体は、浄化槽に限

らず、公共の集合処理あたりを複合的に展開

されておりまして、また、それぞれで建設費

にかかる補助をされているところです。私ど

もとしましては、それぞれの自治体で地域の

状況に応じたその取り組みをされております

ので、まずは、その基礎自治体のほうの方々

に維持管理に関しての御検討をお願いしたい

ということで働きかけはしているところでご

ざいます。 
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 あわせて、国のほうにも、補助率のかさ上

げですとか維持管理の制度あたりについては

要望はいたしているところでございます。 

 

○城下広作委員 この浄化槽の問題を今課長

にずっと話をしたのは、もともと部署が環境

のほうだったもんだから、ちょっと地域が違

った、エリアが違ったところで、今後は新た

にこちらの下水環境のほうに移動したものだ

から、ある意味では、そういう引き継ぎもし

っかり含めてよく御理解をしていただきなが

ら進めていただきたい。大変なれない仕事が

１つ加わったみたいな形になるもんですか

ら、ぜひ頑張っていただきたいということを

含めてちょっと確認をさせていただきまし

た。よろしくお願いします。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○森浩二委員 監理課に、12ページ。若手技

能者の雇用促進のための賃金助成、これはど

ういう――ちょっと細かく。企業にやるんで

すかね。 

 

○成富監理課長 若手技能者の雇用促進のた

めの賃金助成は、企業に40歳までの人が採用

された場合に、その人を認定訓練校にやった

場合は、その人の賃金を助成するもので、企

業にやるものです。 

 

○森浩二委員 訓練校にやらんといかぬわけ

だな。ただ入れるだけじゃだめなんだな。 

 

○成富監理課長 はい。 

 

〇森浩二委員 なんか、そぎゃん言いよった

な。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○楠本千秋委員 その下の建設産業のイメー

ジアップ戦略というのはどういうような内容

になるんですかね。 

 

○成富監理課長 昨年度からやらせていただ

いているのが、まず、小中学生向けの広報誌

ということで、どぼくま新聞というのを出さ

せていただいている。もう一つは、魅力発信

展示会ということで、昨年度は、夢まちラン

ド、辛島町でやって、あとは、科学の祭典、

これはグランメッセでやったんですけれど

も、そういうところで、お子さんとか親御さ

んたちに建設機械を試乗してもらうとか、技

能士会にもお手伝いいただきまして、木工と

か塗装の練習をしてもらうとか、そういうの

をやりました。あとは、学生を対象とした現

場見学会、これは、建設業界の各支部とも連

携してやっているんですけれども、そういう

こともやらせていただいています。それと、

これは建設産業団体連合会とコマーシャル、

これはテレビのコマーシャルなんかも今放映

させていただいております。そういう取り組

みを今イメージアップ戦略としてやらせてい

ただいています。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○城下広作委員 13ページの用地補償説明業

務の民間委託というので、これは単純に、通

常道路改良して現道がひっかかります、そこ

に対する用地補償の部分を、今まで県の職員

が、用地課の方が行ったけれども、これを代

行するということですかね。 

 

○久保用地対策課長 おっしゃるとおり、県

職員が行っていた分を民間に一部出して、今

テスト的にやっているという状況でございま

す。 

 



第２回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成27年７月１日) 

 - 12 - 

○城下広作委員 そのときの、まあ、単価と

いいますか、その算定の仕方といいますか、

その交渉をする単価、基準というのは、企業

が、補償コンサルタントとかそういう不動産

鑑定士とか、そういうところになるのかな。

どうですかね。相手が全く民間なのか、どう

いうところが専門職なのか、ちょっと確認

を。 

 

○久保用地対策課長 これは、補償コンサル

タントのみに今対処しています。それで、今

県内に23事業者ほどございますけれども、そ

この事業者の中で、日本補償コンサルタント

協会という一般財団法人が資格を与えている

補償管理士という資格があるんですけれど

も、その職員がいるところに出しているとい

う状況でございます。といいますのも、通常

の民間の買収と違いまして、公共の買収でご

ざいますので、補償の基準ですとか、そうい

ったものをよく承知しとっていただく必要が

あるという考え方で出しておる状況でござい

ます。 

 

○城下広作委員 まあ、県職員の方が行かれ

たときは、結構相手が難航すると。簡単にい

くケースと何十回も足しげく通わにゃいかぬ

分と。昔はよく相手とほんと、飲食をともに

じゃないけれども、そういうコミュニケーシ

ョンとるためにいろいろやると。非常に幅が

ある仕事だなと思って、この契約金額を決め

るため、なかなかどのくらいここの用地には

かかるだろうとか、人間が相手だから、非常

にその辺の所要する時間というのが大体どの

ぐらいなのかという、それの基準というのは

なかなか難しいのかなと思うけれども、どう

いう基準か、ざっくりと大体。 

 

○久保用地対策課長 一応国土交通省がこの

取り組みは先に取り組んでおられまして、そ

こで使っているいわゆる委託の仕様書なり、

そういった単価基準、そういったものを利用

してから使っているということです。内容に

よりましては、内容的には、大体のスケジュ

ールといいますか、そういったものをあらか

じめ立てた上で計算していくという形で委託

料を差し上げている状況になります。 

 

○城下広作委員 まあ、結果的には、だんだ

んだんだん私は進むこともありかなと思いま

す。ただ、県職員でやったときと民間でやっ

たときのやっぱり検証はどこかの段階でやり

ながら、これは民間でやったがはるかに進む

なとか、そういうふうに今まで県職員でやっ

たほうが単価的にはある意味ではいいのかな

という分の検証というのは、いろんな段階で

やっていく必要があるかなと思うんですけれ

ども、それはどうでしょうかね。 

 

○久保用地対策課長 おっしゃるとおりでご

ざいまして、職員が行かないと、やっぱりな

かなかトラブルとかいうことが発生する可能

性もございますし、また、常に用地課長のそ

ばにいない民間の方が交渉相手になるわけで

すから、通常の連絡、そういった事務的な効

率性とか、そういったものもいろいろちょっ

と課題が考えられます。よって、去年からで

すけれども、２年間にわたってこれをちょっ

と検証しようということで取り組みを進めて

おりまして、昨年は要領を定めて、そして２

件ほど委託を実際出したという状況でござい

ます。ことしは、できるだけちょっと幅広く

検証する意味で、できれば10カ所程度ぐらい

委託を出して検証していきたいなというふう

に考えております。 

 

○城下広作委員 わかりました。 

 

○ 委員 ちょっと基礎的なことを教

えてください。 

 都市計画課さんになるかと思いますけれど
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も、私、市内選出の県会議員やらせていただ

いているんですけれども、要望として、有権

者から、浜線バイパスとか、あの辺の渋滞、

何とかならないかという話をよく聞くんです

けれども、政令市になってますので、その辺

の対応は今どういうふうになっているのか、

教えてください。 

 

○松永都市計画課長 今御質問の浜線、一つ

の例だと思うんですけれども、委員御指摘の

ように、政令市以降で熊本市内の県道関係は

熊本市のほうで管理やっていますけれども、

一方で、平成24年度に、熊本市も含めた５市

６町１村を対象としたパーソントリップ調査

というのを、これは第４回になるんですけれ

ども、やりました。それで、この目的という

のは、人の１日の動きを、どういう手段で、

どういうふうな目的で動かれているかという

のを調査するんですけれども、そのデータを

踏まえて、将来の都市交通のあり方というの

を策定していくことになるんですけれども、

その中で当然市内の渋滞対策をどうするかと

いう点について、今、熊本市も、県と熊本市

が共同事務局なんですけれども、そのほか、

交通事業者とか周辺市町も入ってますので、

その中で今議論をやっている最中です。 

 以上です。 

 

○ 委員 それはもう主導は熊本市で

すかね、どうなっているんでしょうか。 

 

○松永都市計画課長 今言いましたように、

県と市は一応対等の立場で、県と市で共同事

務局ということで、その周りに交通事業者と

かほかの市町村が入っているということで、

共同してやっていくという状態です。 

 

○ 委員 ありがとうございました。 

 もう１つございまして、住宅課さんにちょ

っと、これも基本的なことなんですけれど

も、今、公営住宅、対象となっているのは何

戸ぐらいあるんでしょうか、教えてくださ

い。 

 

○上妻住宅課長 公営住宅は、42団地で

8,530戸ございます。 

 

○ 委員 この公営住宅では、考え方

として、今後現状維持でいくのか、戸数とし

てですね、どういうお考えなのか。 

 

○上妻住宅課長 現在ある県営住宅を、耐用

年数が70年間ございますので、70年間は、先

ほど説明しました公営住宅ストック総合改善

事業を使いまして、70年間の耐用年数いっぱ

い使っていきたいと思います。 

 それで、今後また、例えば公営住宅の建て

かえとか、新たな供給については市町村に委

ねたいと思っております。 

 

○ 委員 了解です。 

 

○増永慎一郎委員長 いいですか。 

 

○ 委員 はい。 

 

○河津修司委員 初めてですので、ちょっと

初歩的な質問ですが、20ページの先ほどの下

水道の接続経費の２分の１の補助というの

は、これは接続を、宅内の改装まで入るんで

すか、その配管だけですか。 

 

○宮本下水環境課長 接続する配管のほうに

なります。 

 

○河津修司委員 それだけですね。それか

ら、27ページの建築課で建築物防災対策推進

事業ということで、これは、対象になる戸数

とかどれぐらいあるんですか。 

 



第２回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成27年７月１日) 

 - 14 - 

○清水建築課長 ここに書いております大規

模建築物の耐震診断、耐震改修促進法という

のがございまして、それが改正されたことし

中に、おおむね5,000平米で３階以上のもの

は耐震診断の義務化というのがございまし

て、それの対象になっておりますのは、県内

で76件ございます。 

 

○河津修司委員 これは耐震診断だけです

か、改築まで入るわけですか。 

 

○清水建築課長 法律で義務づけられており

ますのは耐震診断までです。それで、一応そ

の耐震診断をお受けになりまして、耐震性能

がないということになりますと、非常に民間

の施設が多うございますので、業務上の問題

もあろうかということで、県のほうで、こと

しから改修費についても補助制度をつくって

おります。 

 

○河津修司委員 それから、その下の危険地

区からの移転促進事業の新規で、危険地区か

らの移転促進事業(県単独)ということ、これ

も対象戸数が何戸とかあるんですか。 

 

○清水建築課長 これにつきましては、建築

課と砂防課で一応共同して事業をやるように

なっておりまして、今御質問がありました建

築課分につきましては、がけ地近接等危険住

宅移転事業、国の制度に乗っかってやってい

るのは今までございましたけれども、それに

あわせて、建築課のほうで予算取りをしてお

りまして、この分については、一応５戸、５

軒を計上しております。 

 

○河津修司委員 ５軒分ですか。何かえらい

尐ないような気もするんですが。 

 

○清水建築課長 がけ地近接等危険住宅移転

事業というのは、かなり以前からやっており

まして、近年はあんまり御利用いただいてな

いということはございます。それで、その理

由といたしましては、１つは、利子補給とい

う格好で、お金を借りた方に一応その分を補

助するとか、それとか、既存不適格といいま

して、崖の近くにちょっと違法に建ったもの

は対象にしないというふうなことがございま

して、近年は、ほとんどちょっと御利用がな

かったような状況がございまして、この５軒

というのは、新たに県が単独で既存不適格で

あっても補助対象にしたもんですから、それ

と、特別警戒区域というのを今指定しており

ますが、その区域に入ったものは一応対象に

するというふうなことになりますので、初年

度は５軒分で一応予算を計上してやろうとい

うふうなことでございます。 

 

○原田砂防課長 砂防課ですけれども、補足

しまして、今の危険地区からの移転促進事

業、私どもの課にも予算計上しております

が、砂防課においては、予算上は、一応対象

戸数が30戸ということで、今のところ計上し

ております。 

 

○河津修司委員 そうなると、その対象、課

で違うということになると、事業内容そのも

のが何か違うんですか。 

 

○清水建築課長 この単県事業が戸当たり30

0万を限度にしておりますが、その制度スキ

ームは全く同じでございます。それで、砂防

課の場合は、その300万だけを御利用になる

方を一応予算計上しておりまして、建築課に

つきましては、先ほど御説明したがけ地近接

等危険住宅移転事業とあわせて御利用になる

方を、その分だけを計上しているということ

でございます。 

 

○河津修司委員 17ページの……。 
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○増永慎一郎委員長 河津委員、ちょっと。

関連して、今の関連でいいですか。 

 その事業は、何か聞いたら、直接お金を市

町村に払われるということで、市町村が条例

とかをつくらないとできないという話になっ

ているんでしょう。 

 

○原田砂防課長 砂防課ですが、基本的に事

業主体は市町村でございます。それで、市町

村がこの事業に関する要項を策定し、なおか

つ、予算化していただくと。その中で申請者

と協議の上、それは土砂災害特別警戒区域内

に存在する住宅ということであれば、市町村

のほうに申請者が申請していただくと。それ

が完了した時点で県のほうから300万円を上

限として市町村にお支払いすると、そういう

仕組みになっております。 

 

○増永慎一郎委員長 もう何か事業がいかに

もできているというふうな形で、お金が出る

とだろうというような話が先に出てきている

んですよ、今。ただ、実際どの時点でスター

トができるのかということは、やっぱりきち

んと周知してもらわないと、もう何か、この

前移転したばってん、金出っとだろうという

ような話ももう実際出てます。私にもきのう

電話かかってきました。ですから、今何か阿

蘇市だけがそういった条例をつくっていると

いうふうな話を聞いたんですが、どれくらい

の市町村で整備ができているのか、その辺、

ちょっとわかりますか。 

 

○原田砂防課長 砂防課ですが、市町村の取

り組み状況としましては、６月11日に調査し

た時点においては、現在その要項を策定して

いるのは20市町村、検討中は16ということに

なっております。予算措置については、予定

しているというところが13市町村ございまし

て、検討中が12市町村、９月までに予算措置

を行うとしているのは14市町村となっており

ます。 

 

○増永慎一郎委員長 ９月までですね。 

 

○原田砂防課長 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 まあ、そういうこと

で、きちんと市町村あたりで準備をされてい

るということであればいいですけれども、何

かお金が出るということだけが先行して、何

か一部選挙で、それができましたということ

でふれられた議員の方もいらっしゃるんです

よ。ですから、なっとっとに何でお金出らぬ

と、という話も出ていますので、その辺は、

各市町村あたりにもきちんと周知徹底をされ

るように、ぜひお願いをしておきたいと思い

ます。 

 済みません、河津委員。 

 

○河津修司委員 17ページのロード・クリー

ン・ボランティア、これはボランティアなの

にこの経費が要るという、これは何ですか

ね、その用具とか何とかの費用ですか。 

 

○高永道路保全課長 ロード・クリーン・ボ

ランティアと協定を締結しておりますけれど

も、団体とですね。それで、作業をしていた

だくに当たって、軍手とかほうきとかそうい

うものとか、あと、傷害保険の加入とかそう

いうものの経費でございます。 

 以上でございます。 

 

○河津修司委員 最後というか、阿蘇のほう

の災害対策ですが、ことしで大体終わるとい

うことなんでしょうか。全体的に見たときに

どれぐらいになるんでしょうか。 

 

○村上河川課長 河川課でございます。 

 河川課では、阿蘇の黒川の激特事業を行っ

ておりまして、激特事業は、期間としまして
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は、おおむね５年ということで事業を進めて

おります。それで、ことしは、まだその事業

の折り返しの年となります。それで、現在、

阿蘇市内の黒川では、河川を整備するのが、

遊水地とか輪中堤とか、そういうものをメニ

ューに取り組んでおりまして、まちづくりと

非常に連携するものですから、その点を今ま

で地元代表者とか学識経験者を含めて話し合

いを行ってきたところでございます。それ

で、実際の工事になりますと、遊水地の工事

には、１つは着工しておりますけれども、も

う一つは、ことしからということになりま

す。それを大体あと３年ぐらいを目指してや

っていくことになりますので、まだ道半ばと

いうところでございます。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 これは報告事項で後で

報告するようになっていますので、そのとき

にまた質疑等はしてください。 

 

○宮本下水環境課長 下水環境課です。 

 先ほど河津委員のほうから接続の対象で御

質問があった件で、配管費と御説明申し上げ

ましたが、水洗便所への改造と浄化槽の撤

去、これは対象としてなりますので、補足説

明をさせていただきます。 

 

○河津修司委員 じゃあ、トイレの改修も対

象になるということですね。 

 それと、炊事場とか風呂場もなるんです

か。 

 

○宮本下水環境課長 それはなりません。 

 

○河津修司委員 トイレだけ。 

 

○宮本下水環境課長 はい。 

 

○河津修司委員 下水道とつながっている全

てでしょう。 

 

○宮本下水環境課長 配管のほうは対象とは

なりますが。 

 

○河津修司委員 なるほど。わかりました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかに。 

 

○ 委員 24ページの港湾課さんにお

尋ねなんですけれども、クルーズ船について

ちょっと質問したいんですけれども、来年、

まあ、ことしも含めて40隻ぐらい何か熊本に

寄港する予定があるとかないとかそういう話

を聞いたんですけれども、九州で一番クルー

ズ船が来ているのが福岡と。それで、多分県

としても、どんどんクルーズ船が来てくれる

ように、そういう対策を練っていると思うん

ですけれども、今の現状の問題点と何トン級

の船が、私もちょっと疎いんですけれども、

何千トン級のクルーズ船が一番多くて、どう

いうのをターゲットにしているのか、また、

現状では何が足りないのか、教えてくださ

い。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 まず、クルーズ船について、現状の御説明

でございます。平成27年度につきましては、

外国籍のクルーズ船９隻寄港予定でございま

す。28年度につきましては、さらにそれ以上

の寄港打診があっている状況でございます。 

 まず、クルーズ船の寄港における大きな課

題でございますが、八代港は、物流拠点港で

ございます。貨物利用者の荷役等に過重な負

担をかけない範囲でクルーズを受け入れるこ

ととしております。 

 具体的にいいますと、貨物船とクルーズ船

の岸壁の利用調整等がまず最初に整理といい

ますか、解決すべき事項として、現在、貨物

利用者とバース会という調整の場をつくっ
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て、そこで調整を図っているところでござい

ます。 

 ２点目でございます。 

 八代港におきましては、８万トン級未満の

クルーズ船は水深10メーターの岸壁、８万ト

ン級を超えますクルーズ船については、水深

12メーター、14メーター岸壁で受け入れるこ

ととしております。 

 まず、クルーズ船を受け入れるためには、

安全な航行のためのルールの策定が必要でご

ざいます。これにつきましては、現在、アジ

ア等に配船されています最大級の16万トンの

クルーズ船を対象としたルールをことしの６

月に策定したところでございます。 

 さらには、クルーズ船を受け入れるには、

受け入れ環境の整備等も順次必要な整備を進

めているところでございます。 

 八代港におきましては、現在打診があって

います16万トンを目指して受け入れていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 委員 熊本港はどうですか、教え

てください。 

 

○平山港湾課長 熊本港におきましては、ク

ルーズ船の実績としましては、日本丸という

２万トンクラスのクルーズ船が来たところで

ございます。熊本港というのは、水深がマイ

ナス7.5メーターでございます。先ほど御説

明しました今要請等があっています大型クル

ーズ船は、12メーター以上の水深が必要でご

ざいます。熊本港におきましては、その水深

が現在確保されてないというところで、現在

寄港打診があっていますのは、主に八代港中

心でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 委員 今後、熊本港でも12メータ

ー以上やるという計画というのはあるんでし

ょうか。 

 

○平山港湾課長 熊本港については、港湾計

画で、水深7.5メーター及び水深10メーター

が港湾計画で位置づけられております。現

在、水深7.5メーターの１バースの整備が終

わっているところでございます。7.5メータ

ー２バース及び水深10メーターの整備につき

ましては、今後の熊本港で取り扱います貨物

量あるいはコンテナ量等を見ながら、必要な

時期に整備していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 その八代港の、私も、その

ことはもうちょっと話をいろいろ聞いている

んですよ。既に今来るクルーズ船の予定では

困るというふうに今貨物とかそういう方たち

が言っているのか、今からこれ以上ふえると

困るという次元なのか、どっちなんですか。

ここが大事なところなんだけれども。 

 

○平山港湾課長 平成27年度の先ほど御説明

しました９隻につきましては、貨物利用者と

岸壁の調整が済んでおりまして、受け入れは

問題ございません。 

 ただ、地元から、さらにそれ以上ふえた場

合、貨物利用に過重の負担を与えないように

調整はしたいと思っているところでございま

すが、そのあたりが企業の中で一部懸念する

声というのは上がっているのは事実でござい

ます。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 大変大事な明るい話題であ

り、ほんと、活力ということで期待もしたい

部分。ただ、もともとのその港の役目という

部分とのバランス、今後は非常に難しくなる

のかなと。ただ、向こうとしては、ツアーを

組んでくれて大変ありがたい部分もあるか

ら、非常にここは今から悩ましいところだ
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が、よく協議をしていただいて、ウインウイ

ンになるような形でやっぱりやっていただき

たいですね。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○楠本千秋委員 改めて天草市・郡選出の楠

本ですけれども、天草の人たちの関心事の高

規格道路のことについてちょっとお伺いをし

たいと思います。まず、本渡道路について、

14ページですけれども、もう２年ほど前に、

知事を迎えての基準点の式典、セレモニーが

大々的に行われたのも記憶しているんですけ

れども、もうそれから多分２年ほどたつんで

すけれども、どういう状況なのか、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

 

○宮部道路整備課長 本渡道路につきまして

は、現在用地の測量が終わりまして、用地の

幅というのは確定しております。それで、今

はその用地の単価と、もしくは建物等がかか

りますので、それの建物調査等に今から入っ

ていく予定でございます。そして、また、そ

れが固まりましたら順次用地の買収に入って

いくということで今考えております。 

 以上でございます。 

 

○楠本千秋委員 そのスタートのときに、ち

またでは、10年というお話をお伺いしていた

んですけれども、もう２年という、さっき言

いましたけれども、今の流れでいくと、どん

な感じで進むのでしょうかね。 

 

○宮部道路整備課長 非常に予算の、後でも

ちょっと債務負担設定のところで御提案させ

ていただくんですが、基本的に現在国からの

予算の内示といいますか、つきぐあいが非常

に、我々が期待するとおりには実はついてな

いところが実情でございます。しかしなが

ら、それにつきましては、可能な限りやりく

りをしながら、何年度までにというのはなか

なか今の段階では申し上げられませんが、基

本的に今委員がおっしゃられました10年とい

うようなことを目標にしながら、鋭意頑張っ

ていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○楠本千秋委員 その国への要望ですけれど

も、この７月の13、14に僕らも参加して頑張

りたいと思いますので、ひとつよろしくお願

いします。 

 

○緒方勇二副委員長 29ページの住宅課にお

尋ねしますけれども、部長のほうからも、幸

せ実感の加速化、見える化、核心を突くとい

う視点からいけば、公営住宅のストック総合

改善事業費の居住性向上事業とか安全性確保

事業、これはもうまさに大事なことなんです

けれども、この今の社会的ニーズとして、給

湯設備がガスなのかＩＨなのか、今の民間の

マンションとかそういうものは全て電化して

いると思うんですね。しかし、公営住宅は、

いまだにガスとか、多分お風呂もガスでしょ

う。こういう状態が、ここで言う将来の高齢

化をにらんでというところでいけば、これが

本当に確かなことなのかなと思いますけれど

も、長寿命化の中に住戸改善と入れてますけ

れども、そういうスペースがないものなの

か、この辺を将来見通したとき、どういう考

え方されていますか。 

 

○上妻住宅課長 住宅課でございます。 

 委員の御指摘のとおり、現在は、給水設備

とか、ガス管があるやつを、その管自体の寿

命を長くするような改善を行っているところ

でございますが、ガスにつきましては、都市

ガスのところは都市ガスを使わせていただい

ているし、都市ガスがないところはプロパン

ガスですね、それを使わせていただく。それ
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で、委員の御指摘の電化ということについて

は、いわゆる公営住宅は低所得者を対象とし

ておりますので、そのあたりで、まだ電化が

一般的に進んでおりませんので、今のとこ

ろ、今ある現状を現状のままで長く使ってい

きたいというふうに考えております。電化に

する考えは、今のところございません。 

 

○緒方勇二副委員長 よく相談を受ける事例

が、もう高齢化になって認知症一歩手前とい

ったときに、袖口をよくガスコンロなんかで

火災、自分でやけどをされる事例がまま見受

けられますよね。そういうときに、低所得者

で高齢者用の住宅ですと言うたときには、ま

さにですよ、これは私は核心突いて、やっぱ

り社会的ニーズとしてＩＨ化は進めるべきじ

ゃないかなと私は思うんですけれども、そう

いう火災の観点ですたいね、住戸が密集して

いるところなんかですね、一戸建ちなら別

に、それは自分の考え方もありますからあれ

ですけれども、県として、県営住宅として、

どう考えていったがいいのかなと思うんです

けれども、それも御検討ください。 

 

○増永慎一郎委員長 要望でよかですか。 

 

○緒方勇二副委員長 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかありませんか。 

 

○ 委員 同じく住宅課にちょっとお

聞きしたいんですけれども、政府が最近空き

家対策を言い出したと思うんですが、地方創

生で空き家対策と。住宅課はどういうふうな

かかわりを持っているんですか、教えてくだ

さい。 

 

○上妻住宅課長 住宅課でございます。 

 ５月の26日に全面施行されました空き家等

対策特別法では、県と市町村の役割が明確に

されております。市町村は、空き家について

の情報収集や活用、さらには危険な特定空き

家についての立入調査とか除却などを行い、

県は、市町村に対しまして、情報提供や技術

的な助言、市町村相互の連絡調整などを行う

こととされております。このため、県では、

５月の法の全面施行を受けまして、早速市町

村連絡会議を開催しまして、法やガイドライ

ン等をもとに、市町村の役割や空き家等対策

計画の作成などについて情報提供を行いまし

た。 

 今後も、市町村間の情報共有や意見交換の

場を持つなど、市町村の空き家対策への取り

組みを積極的に支援してまいりたいと思って

おります。 

 

○ 委員 よかです。 

 

○増永慎一郎委員長 なければ、私のほうか

ら１つ、最後に。 

 14ページです。道路整備課にお伺いしま

す。 

 橋梁補修事業ですね、ここに私がいつも一

般質問をしております田口橋が載っておりま

す。初めてこういうふうな形で予算化という

ことになったんだと思いますが、具体的にど

ういったことを今年度されるんですかね。 

 

○宮部道路整備課長 田口橋につきまして

は、本当に委員長から強く要望いただいてお

りますし、また、甲佐町の奥名町長からも非

常に強い、あわせて要望いただいているとこ

ろでございます。 

 我々といたしましても、この田口橋につき

ましては、非常に幅が狭い、そして幅が狭い

上に交通制限がされているというような、非

常にやはり問題を抱える橋じゃないかなとい

うことで、そこは認識しておりまして、鋭意

今まで検討を重ねてまいりました。 

 その結果、実は、全てをかけかえるという
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ことになりますと、やはり相当数のお金がか

かるということで、やはりどうにかもう尐し

コストを縮減しながらやれることができない

かということで鋭意検討する中で、既存の現

在の田口橋の下部工につきましては、健全度

のちょっと評価をしましたら、ある程度まだ

頑丈というような結果が出てまいりました。

それを受けまして、まあ、我々としては、限

りある財源ですので、既存ストックの有効活

用という観点からも、その下部工はそのまま

に活用しまして、その上で、上部工の橋桁の

部分だけを撤去して新しい上部工にかけかえ

るというようなことを考えてまいりました。 

 その結果、いろいろと管理者である河川国

道、緑川ですので、国交省さんとの協議を行

いまして、ある程度協議が調いましたので、

先ほど委員長が言われましたとおり、26年度

から新規に今回事業に着手することとなりま

した。 

 それで、現在のところ、橋梁の詳細設計の

入札の手続を現在行っているところでござい

ます。この手続が終わりましたら、橋梁の上

部工のタイプとかいろいろなことを設計書を

つくりまして、それから工事に入っていきた

いというふうに思っています。 

 ただ、今年度につきましては、やはりちょ

っと設計でとどまるということで考えており

ます。 

 

○増永慎一郎委員長 わかりました。 

 

○宮部道路整備課長 以上でございます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか

ね。 

 なければ、これで主要事業の質疑を終わり

たいと思います。 

 次に、付託議案等の審査を行います。 

 付託議案等について関係課長から順次説明

をお願いします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 お手元の建設常任委員会説明資料をお願い

いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成27年度６月補正予算資料でございま

す。 

 今回の補正予算は、阿蘇中岳噴火に伴う降

灰対策に要する経費及び社会資本整備総合交

付金事業等の国庫内示増に伴う増額補正等を

計上しております。 

 上の表の２段目の今回補正額ですが、一般

会計の普通建設事業については、補助事業で

２億7,540万円、県単事業で1,570万8,000円

を計上しております。投資的経費計といたし

まして２億9,110万8,000円となります。ま

た、消費的経費といたしまして112万2,000円

を計上しております。一般会計計としまして

２億9,223万円の増額となっており、６月補

正後の一般会計の合計予算額は、３段目にあ

ります850億830万5,000円となります。ま

た、上の表の右側の特別会計については、補

正予算の計上はありません。その右側の合計

欄の３段目ですが、一般会計、特別会計合わ

せた今回補正後の予算額は916億2,064万

4,000円となります。 

 また、各課別の内訳表につきましては、そ

の下の表のとおりとなっております。 

 次に、２ページをお願いします。 

 平成27年度６月補正予算総括表でございま

す。 

 一般会計及び特別会計ごとに、各課ごとの

補正額とともに、右側に補正額の財源内訳を

記載しております。表の最下段の土木部合計

の欄をごらんください。今回補正額の財源内

訳としまして、国支出金が8,246万7,000円、

地方債が１億6,300万円、その他が1,806万

4,000円、一般財源が2,869万9,000円の増額

でございます。 

 以上が土木部全体の予算額の状況でござい
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ます。 

 監理課は以上です。 

 

○宮部道路整備課長 済みません、御説明の

前に、さっきちょっと１つ訂正をお願いいた

します。 

 先ほど、田口橋で26年度新規というお話を

しました。これは、済みません、27年度新規

でございますので、訂正させていただきま

す。 

 それでは、ちょっと御説明させていただき

ます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 資料の３ページの道路改築費の右側説明欄

をごらんください。 

 今回、債務負担行為の設定をお願いするも

のでございます。 

 国道266号、大矢野バイパスの新天門橋に

つきましては、平成24年度に設定いたしまし

た債務負担行為に基づいて28年度までの契約

を締結し、現在鋭意整備を進めております。

今回、契約総額は変わるものではございませ

んが、今年度の国庫内示減及び工程を精査し

た結果、各年度の契約額を変更する必要が生

じたために、債務負担行為の設定を行うもの

でございます。 

 道路整備課は以上でございます。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課です。 

 資料の４ページをお願いします。 

 阿蘇中岳噴火に伴う降灰により、県が管理

する国県道のうち、歩道など狭隘な場所の降

灰等は通常の大型の清掃車が使用できず、き

め細やかな対応ができていない状況にありま

す。このため、説明欄に記載のとおり、小型

路面清掃車１台を導入するための予算とその

小型路面清掃車を使って維持管理業務を実施

する予算を合わせて、単県道路修繕費として

1,201万円を計上しております。なお、地元

市町村からは、住宅地の露地や狭小な道路の

降灰除去支援の要望が上がっていることか

ら、要望があれば、市町村へも貸し出しを行

うこととしております。 

 道路保全課は以上でございます。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 建設常任委員会説明資料の５ページをお願

いいたします。 

 １段目の港湾建設費として２億6,940万円

を計上しておりますが、これは国庫の内示増

によるものでございます。 

 内訳は、重要港湾改修事業費で八代港の土

砂処分整備費として２億538万円、港湾補修

事業で熊本港における泊地のしゅんせつや八

代港における防砂堤のかさ上げ等の経費

6,402万円を計上しております。 

 補正予算に関しては以上でございます。 

 

○原田砂防課長 砂防課です。 

 説明資料６ページをお願いします。 

 上から１段目、砂防費の補正予算としまし

て1,082万円の増額を計上しています。２段

目の砂防調査費で482万円の増額を計上して

おります。これは、阿蘇山噴火に伴う降灰に

よる土砂災害に迅速に対応するため、昨年12

月８日から火口周辺の10地点で実施している

降灰堆積厚の観測を、噴火活動が継続してい

ることから引き続き調査を行うための費用で

す。３段目の砂防激甚災害特別緊急事業で

600万円の増額を計上しておりますが、この

予算は国庫補助事業でございまして、国の内

示増による補正です。 

 砂防課の補正後の予算額は、補正前の83億

8,508万7,000円に補正額1,082万円を加えま

した83億9,590万7,000円になります。 

 砂防課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

 

○平山港湾課長 ７ページをお願いいたしま
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す。 

 議案第15号の財産の取得について御説明い

たします。 

 本議案は、八代港内港地区の国有地を八代

市環境センター用地として取得するものでご

ざいます。 

 提案理由に記載しておりますとおり、港湾

法第53条の規定により、一旦港湾管理者であ

る県が国から取得し、その後、護岸の管理用

地を除いて八代市に譲渡する予定でございま

す。 

 詳細は、８ページの概要で御説明いたしま

す。 

 取得予定の財産は、八代市港町298番２の

国有地２万9,967.23平方メートルです。当該

地は、国が国有水面埋め立て免許を受け、直

轄工事で整備した港湾用地でございます。ま

た、本件については、本年２月24日に熊本県

財産審議会に諮問し、３月16日に当該財産取

得が適当である旨答申を受けております。 

 なお、取得の予定額については、国からの

譲渡予定額の内示をもとに、１億5,939万747

円と設定しております。 

 以上でございます。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 ９ページをお願いします。 

 第16号議案工事請負契約の変更についてで

す。 

 この議案は、平成26年９月定例県議会にお

いて議決された工事請負契約について、材料

及び業務単価の変更のため、金額の変更を行

うものでございます。 

 詳細につきましては、10ページの概要によ

り説明させていただきます。 

 工事名は、翔陽高校実習棟改築その他工

事、工事内容は、鉄筋コンクリートづくりの

３階建て、延べ面積4,872平方メートル、工

事場所は、菊池郡大津町室1782番地内、請負

契約締結日は、平成26年10月６日、請負業者

は、三和・宇都宮建設工事共同企業体、契約

工期は、契約締結日の翌日から平成27年８月

31日まで、変更契約金額は、８億9,100万円

を９億776万4,165円に変更するもので、

1,676万4,165円の増額となります。契約金額

の変更理由としましては、契約締結時点の労

務単価が平成27年２月１日に約4.5％引き上

げたこと等に伴う増額でございます。 

 監理課からは以上です。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課です。 

 道路の管理瑕疵に関する専決処分の報告及

び承認については、説明資料11ページの第17

号議案から20ページの第21号議案までの５件

でございます。 

 まず、資料の11ページの第17号議案でござ

いますが、詳細は、右ページの概要にて説明

いたします。 

 本件は、平成22年７月15日午前10時15分ご

ろ、上益城郡益城町大字寺迫の主要地方道益

城矢部線で、被害者が原動機付自転車で進行

中、路上に生じていた段差により転倒し、右

肩等を負傷したものであります。 

 県としましては、事故後、和解に向け努力

しましたが、平成25年５月22日に被害者から

提訴され、本年２月３日に、熊本地方裁判所

において、道路管理者に対して請求額の約７

割の支払いを命ずる旨の判決言い渡しがあ

り、原告、被告ともに控訴しなかったことか

ら判決が確定し、既に被害者本人への損害賠

償金の支払いは済んでおります。 

 今回、被害者がけがの治療において健康保

険証を使用していたことから、被害者の治療

費を一部負担した裁判外の健康保険の保険者

である益城町及び熊本県後期高齢者医療広域

連合から請求があったものです。 

 賠償の考え方につきましては、判決で示さ

れた過失割合と同様に、治療費の７割に当た

る157万3,819円を賠償額として決定し、支払

っております。 
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 次に、資料13ページの18号議案でございま

すが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成27年２月22日午後８時ごろ、

球磨郡五木村椎葉の主要地方道宮原五木線

で、和解の相手方が所有する普通乗用自動車

が進行中、進行方向左側ののり面から倒れて

道路を塞いでいた樹木に衝突し、フロントガ

ラス等を破損したものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば事故

を回避できた可能性があることを考慮して、

自動車の修理費の６割に当たる19万8,000円

を賠償しております。 

 次に、資料15ページの第19号議案でござい

ますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成27年４月５日午前10時ごろ、

菊池郡大津町大字陣内の一般県道瀬田竜田線

で、和解の相手方が軽四輪乗用自動車で進行

中、路上に生じていた穴ぼこに左後輪が落ち

てパンクしたものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば事故

を回避できた可能性があることを考慮して、

自動車の修理費の３割に当たる5,184円を賠

償しております。 

 次に、17ページの第20号議案でございます

が、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成27年４月５日午前10時45分ご

ろ、菊池郡大津町大字陣内の一般県道瀬田竜

田線で、和解の相手方が所有する普通乗用自

動車が進行中、路上に生じていた穴ぼこに左

前後輪が落ちてパンクするなどをしたもので

あります。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば事故

を回避できた可能性があることを考慮して、

自動車の修理費の５割に当たる10万7,028円

を賠償しております。 

 なお、この20号議案と第19号議案は、同じ

穴ぼこによる事故でございます。 

 また、賠償の割合の違いは、第20号議案

が、対向車がいたため、反対車線に避けるこ

とができなかったことを考慮しているためで

す。 

 最後に、資料の19ページの第21号議案でご

ざいますが、右ページの概要をお願いしま

す。 

 本件は、平成27年４月７日午後０時30分ご

ろ、上益城郡山都町東竹原の一般国道325号

で、和解の相手方が所有する軽四輪乗用自動

車で進行中、路上に生じていた穴ぼこに左後

輪が落ちてパンクするなどをしたものであり

ます。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば事故

を回避できた可能性があることを考慮して、

自動車の修理費の４割に当たる１万6,848円

を賠償しております。 

 なお、19号議案と20号議案とこの21号議案

が、賠償の割合が違いますけれども、21号議

案につきましては、対向車がいたため、反対

車線に避けることはできなかったんですけれ

ども、現場の左側の路肩が広いということか

ら、そちらに避けることが可能であったとい

うことを考慮して、４割で和解しておりま

す。 

 以上、５件の議案を説明いたしましたが、

このような道路管理瑕疵事故を防止するた

め、道路異常箇所について電話での通報を受

けるシャープ9910の道路緊急通報ダイヤルの

県民への周知や、熊本県トラック協会等の各

種団体から道路異常箇所について通報しても

らうための協定締結の促進、さらに道路パト

ロールの強化など、さまざまな取り組みを進

めており、今後も引き続き努力してまいりた

いと考えております。 

 なお、道路管理瑕疵事故の賠償金につきま

しては、熊本県と道路賠償責任保険を契約し

ている損害保険会社から全て支払われること

を申し添えます。 
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 道路保全課の説明は以上でございます。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 議案第22号の港湾の管理瑕疵に関する専決

処分の報告及び承認について、22ページの概

要により御説明いたします。 

 平成27年１月15日の未明、天草市本渡町広

瀬の本渡港大矢崎船だまりにおきまして、県

が管理する簡易式浮き桟橋と岸壁をつないで

いた２カ所のワイヤーロープのうち、１カ所

が切れたため、浮き桟橋が当該浮き桟橋に係

留されていたプレジャーボートに接触し、船

体の前方部分が損傷したものでございます。 

 賠償の考え方につきましては、和解の相手

方は適正にプレジャーボートを浮き桟橋に係

留していたものであり、相手方に過失がなか

ったこと、また、県において浮き桟橋の固定

方法が本来の方法ではなく、事故が発生する

ことが予見可能であったことから、修理額の

全額である５万436円を賠償しております。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 平成26年度繰越計算書の総括表でございま

す。 

 一般会計１件と特別会計２件、合わせまし

て計３件の報告となります。 

 まず、(1)の一般会計の翌年度繰越額は、

11課の合計で287億7,203万616円でございま

す。次に、(2)の港湾整備事業特別会計の翌

年度繰越額は２億563万6,209円でございま

す。次に、(3)の流域下水道事業特別会計の

翌年度繰越額は３億6,093万7,246円でござい

ます。３つの会計を合わせました翌年度繰越

額は293億3,860万4,071円でございます。 

 個別の説明につきましては省略させていた

だきますが、明許繰越の繰り越し理由につい

ては記載しておりませんが、口頭で御説明さ

せていただきます。 

 関係機関との協議に不測の日数を要したな

ど、計画に関する諸条件が194億4,155万で全

体の66％、設計変更、契約変更等に不測の日

数を要したなどの理由によるものが28億

6,636万で9.8％、用地買収の交渉に発生する

問題に不測の日数を要したなどの理由による

ものが55億3,229万円で18.9％、工事施工上

の障害となる物件に係る補償交渉に不測の日

数を要したなどとするものが14億9,840万で

5.1％となっております。 

 明許繰越の各課別の詳細につきましては、

25ページから43ページにかけて記載しており

ます。これらの繰り越し事業につきまして

は、早期完了のため、全力を挙げて取り組ん

でいるところでございますので、よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、45ページをお願いいたしま

す。 

 報告第７号専決処分の報告についてでござ

います。 

 職員に係る交通事故の和解、損害賠償額の

決定について、地方自治法第180条第１項の

規定により行いました専決処分の報告でござ

います。 

 詳細につきましては、46ページの概要によ

り説明させていただきます。 

 この事故は、平成26年12月10日午前11時25

分ごろに菊池郡大津町大字室地内で発生した

もので、相手方との示談交渉の結果、県の過

失50％で合意し、損害賠償額は、車両分とし

て6,801円、不動産分として１万5,000円で、

合計２万1,801円でございます。 

 事故の状況といたしましては、県北広域本

部用地課職員が公用車にて信号のない農道交

差点を直進していたところ、左側から直進し

てきた普通乗用車と衝突し、公用車が道路脇

の田に転落したものでございます。 

 職員の交通事故防止、交通違反防止につき
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ましては、さらに徹底を図るよう取り組んで

まいりたいと考えております。 

 監理課の説明は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で付託議案等の執

行部の説明が終わりましたので、質疑を受け

たいと思います。 

 ただいまの説明について質疑はございませ

んか。 

 

○城下広作委員 12ページの矢部の分だった

ですかね、この交通事故の分、これは相手は

和解、とにかくどういう理由で話し合い、和

解ができなかったんですか。全額県がもう補

償しろと一点張りだったのかなと、どうなん

ですか。 

 

○高永道路保全課長 右肩の腱板断裂という

傷害を負われておりますけれども、和解を何

度か重ねましたけれども、金額面で折り合い

がつかなかったというところでございます。 

 

○城下広作委員 結構金額も大きいし、大き

な事故だったのかなという、そういうふうに

こじれた分ですね、和解になるような形で頑

張るというのはなかなか難しい。 

 そもそも論で、この結構道路の穴ぼこがあ

って転倒するというのが多くて、先ほど、ト

ラック協会とか何とかとも――当然よく頻繁

に走る情報なんか大事なんですけれども、我

々もちゃんとカード持って、シャープの部分

のあれで見つけたら電話すると。なかなかあ

れも、思っていてもやっぱり電話しないし、

シャープというのがぱっと頭に浮かんでない

から、かけようと思ってもなかなかかけられ

ないという、やっぱり周知徹底をよくしなき

ゃいけないのかなというふうに思います。 

 それと、トラック協会もそうですけれど

も、一番いいのは地元の郵便局、郵便配達員

さんの方が一番道路の状況をよく知っている

し、バイクで。トラックは意外と目線でよく

見えないけれども、郵便局はバイクですか

ら、バイクはよく見えるから、ああいうとこ

ろと情報提供、ばんばん協力してもらうとい

うのは、一番穴ぼこなんかは的確につかむこ

とができるんじゃないかと。この辺はちょっ

と協力関係というのはあるんでしょうか。 

 

○高永道路保全課長 郵便局につきまして

は、これまで協議した経緯がございますけれ

ども、妥結に至りませんで、郵便局とはでき

ておりません。今後検討してまいりたいと思

っております。 

 

○城下広作委員 ぜひ、小回りがといいます

か、意外と熟知しているという、ましてや、

バイクだから、本人たちも危ない危なくない

というのはよくわかるでしょうから、その辺

のことはぜひまた検討していただきたいと思

います。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。――ありませんか。 

 なければ、これで質疑を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号及び第15号から第22号までについ

て、一括して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外８件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 御異議なしと認めま

す。よって、議案第１号外８件は、原案のと

おり可決または承認することに決定いたしま

した。 
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 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 それでは、そのように

取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が４件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から説明をお願いしま

す。 

 

○成富監理課長 それでは、お手元の資料の

報告事項１をお願いいたします。Ａ３の横書

きでございます。 

 報告事項１、熊本広域大水害からの復旧、

復興の状況でございます。 

 １の進捗状況の枠囲みの中で、(1)が災害

復旧事業、災害関連事業の内容でございま

す。 

 道路については、平成26年度末に完成済み

です。河川、砂防についても、平成27年度中

には全て完成する予定です。(2)の激甚災害

対策特別緊急事業・災害関連緊急（砂防）事

業の内容です。河川が、白川81.7％、黒川3

3.6％の進捗率であり、砂防の災害関連緊急

砂防事業100％で既に完了しており、激甚災

害対策特別緊急事業は49.5％の進捗率となっ

ております。今後、さらにスピード感を持っ

て推進していくこととしております。 

 ２の熊本広域大水害関係予算の推移と見込

みです。 

 熊本広域大水害に係る総予算は約576億円

です。平成26年度までに約76％の約437億円

を、平成27年度までに約89％の約513億円を

予算化しており、執行していくこととなって

おります。 

 砂防激特は平成27年度まで、河川激特は平

成28、29年度まで予算化し、執行していくこ

ととなっております。 

 監理課からは以上です。 

 

○久保用地対策課長 用地対策課でございま

す。 

 引き続き報告事項１の資料右側３、用地取

得の進捗状況について御報告します。 

 まず、(1)平成27年度の全体的な進捗状況

ですが、右側の棒グラフにもありますよう

に、災害関係の用地補償費予算は、今年度は

30億円と昨年度から１億円減尐しておりま

す。全体的には、被災後早期にスタートしま

した熊本市内の白川激特事業、菊池地域の災

害関連事業、これにつきましては、用地取得

がピークを超えました一方、阿蘇地域におけ

る黒川や砂防、こういった激特事業に伴う用

地取得が昨年度からようやく本格化している

状況を反映したものでございます。 

 阿蘇地域の災害対策につきましては、農

地、山林を用地取得の主な対象としますの

で、熊本市内の白川に比べれば予算的には小

さくなりますけれども、取得面積、権利者数

で大きく上回る規模があります。しかも、平

成29年度までの激特事業の期間の中で、実質

的に昨年度から着手しているという緊急を要

する内容になっております。よって、ほかの

振興局におきまして、平均用地課職員５名前

後ですけれども、阿蘇振興局につきまして

は、昨年度から現場の用地職員18名の体制で

臨んでおります。 

 次に、(2)地域ごとの主な進捗状況ですけ

れども、まず、熊本市内の白川激特事業につ

きましては、家屋移転に限りますと、本年２

月までに240戸全ての契約を終えておりまし

て、６月17日の時点で面積ベース98％を取得

したところでございます。平成24年12月の交

渉着手以来２年半の期間で450名余の方の御
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了解をいただいてきております。相当のスピ

ードで進めることができたと思っております

けれども、残る10件余につきましては、多数

共有ですとか、相続、補償額、そういった難

航案件となっております。激特事業の期間を

念頭に置きながら、さらに丁寧に交渉を進め

て早期の用地取得完了を目指してまいりま

す。 

 また、工事につきましても、着工済みの龍

田陣内４丁目のショートカット部分を始めま

して、今後多くの箇所で進捗を図ってまいり

ます。 

 続いて、阿蘇地域でございますが、まず、

黒川につきましては、遊水地、輪中堤、宅地

かさ上げの３つの事業、これを柱とする対策

につきまして、昨年３月までに地元の皆様の

基本的な御了解をいただいて以降、詳細な計

画が確定した箇所から順次用地取得、かさ上

げの協議を進めております。個別の進捗状況

は表のとおりでございまして、遊水地につき

ましては、線形設定部分も含めまして若干先

行しておりますけれども、輪中堤とか宅地か

さ上げにつきましては、今年度から本格化す

る状況でございます。いずれの事業につきま

しても、激特事業期間を念頭に置きまして精

力的に進めてまいります。 

 また、砂防の激特事業につきましては、30

カ所中19カ所まで用地取得を完了しておりま

す。残りの箇所につきましても、今年度早期

に用地を取得し、工事着手するよう取り組み

を進めてまいります。 

 引き続き、早期の災害復旧、復興に向けま

して、誠心誠意全力で取り組んでまいります

ので、今後とも委員各位の御支援、御協力を

よろしくお願いいたします。 

 報告は以上でございます。 

 

○松永都市計画課長 都市計画課です。 

 報告事項の２の資料をごらん願います。 

 ＪＲ鹿児島本線等連続立体交差事業につき

ましては、総括説明にもありましたように、

本年３月に一部区間の高架工事が完了したと

ころです。今後は、残る区間の高架工事を進

めてまいりますが、田崎と段山の２カ所で交

通切りかえを本年度に予定しておりますの

で、御説明いたします。 

 まず、１ページをごらん願います。 

 １点目の田崎迂回路の交通切りかえについ

て御説明いたします。 

 田崎迂回路は、新幹線工事等に際しまし

て、平成20年６月に仮設の陸橋を設置してい

ましたが、高架工事の支障となることから撤

去する必要があります。この撤去に先立ちま

して、平面の仮踏切への切りかえを来る８月

23日に予定しております。 

 ２ページをごらん願います。 

 今後のスケジュールについて御説明いたし

ます。 

 上段のスケジュールと下段のステップ図を

あわせてごらん願います。 

 ステップ１が現在の状況で、ステップ２が

平面踏切への切りかえ後の状態です。切りか

え後に陸橋の撤去や高架橋の建設に着手し、

高架工事が完了する平成29年度末まで仮踏切

による通行となります。その後、ステップ３

のように、仮踏切の撤去や４車線への拡幅工

事を行いまして、平成31年度末に完成する予

定です。 

 なお、１ページに記載しておりますよう

に、仮踏切による遮断に伴います交通渋滞が

懸念されますので、他の路線への迂回等につ

いて、地元説明や広報を徹底して行うことと

しております。 

 次に、３ページをごらん願います。 

 段山陸橋の交通切りかえについて御説明い

たします。 

 段山陸橋についても、新幹線工事等に際し

まして、平成20年５月から平面の仮設道路に

交通を切りかえていたものですが、本年３月

の高架工事の完成に伴いまして、高架橋をく
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ぐる形で本年秋ごろに復元し、現在の仮設道

路を撤去することとしております。 

 都市計画課の説明は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課です。 

 瀬目トンネルの災害復旧について説明しま

す。 

 報告事項の３をお願いします。 

 まず、瀬目トンネルのこれまでの経緯です

が、瀬目トンネルは、川辺川ダム事業に伴

い、国道445号のつけかえ国道として、国が

平成５年７月から平成７年10月にかけて施行

したものです。その後、平成８年に熊本県が

引き継ぎ、維持管理を行ってまいりました

が、平成12年10月に、トンネルアーチ部の覆

工コンクリートに剥離等の変状が発生いたし

ました。その後、大学教授や研究機関の専門

家等に参加していただきながら、現地調査、

原因究明を行うとともに、変状箇所約140メ

ーターへのＨ形鋼製支保工による補強対策な

どを実施してまいりました。また、あわせ

て、地盤検討委員会及び瀬目トンネル検討委

員会を設置し、対策を検討してまいりました

が、平成27年１月に開催した両委員会におい

て、変状の原因が地すべりであり、抜本的対

策については迂回トンネルが妥当との最終意

見が取りまとめられました。これを受けて、

３月４日、５日に現地にて災害査定が実施さ

れ、３月27日に災害復旧事業として採択され

たものです。 

 採択の内容は、紙面左側の２の災害復旧事

業の概要に記載のとおりです。 

 現在の取り組み状況については、３の(1)

及び(2)に記載しておりますが、トンネル工

事期間中通行どめとなる国道445号の迂回路

の整備については、既に落石対策工事や待避

所の設置工事に着手しており、９月末までに

は工事完了を予定しております。 

 トンネル本体工事については、(2)に記載

の内容で現在入札手続を進めております。 

 最後に、今後の予定としまして、トンネル

本体工事については、９月議会で工事請負契

約の承認を受けた後、契約を締結し、10月に

は工事着手、約18カ月の工期で平成28年度内

完了の予定です。その後、トンネル照明等の

工事を行い、平成29年度上半期までの供用開

始を見込んでおります。 

 以上、道路保全課からの報告を終わりま

す。 

 

○村上河川課長 河川課です。 

 報告事項４をお願いいたします。 

 川辺川ダムに関する最近の状況について御

報告します。 

 まず、(1)「ダムによらない治水を検討す

る場」の成果についてです。ダムによらない

治水を検討する場は、ことし２月の会議にお

いて共通認識が取りまとめられ、終了しまし

たが、その成果を①から④の４点にまとめて

おります。 

 次に、これら４点のうち、主な内容につい

て説明します。 

 (2)ダムによらない治水対策の実施です。

国は、本年度から新たに追加して実施する対

策の一部に着手されます。県としましては、

家屋浸水被害がしばしば発生している球磨村

渡地区の対策を実施してまいります。 

 次に、(3)球磨川治水対策協議会の設置で

す。ことし３月に新たな協議会が発足しまし

た。第１回会議の概要を枠囲みの中に記載し

ております。検討対象として、放水路など９

つの対策について検討を進め、コスト、実現

性などの観点から評価を行っていくこととし

ました。 

 最後に、(4)防災・減災ソフト対策につい

ては、本年度から、流域市町村の防災、減災

の取り組みに対し、県による財政支援を行う

こととしております。 

 説明は以上です。 
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 よろしくお願いします。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で報告が終了しま

したので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はございませんか。 

 

○河津修司委員 広域大災害からの復旧です

が、激特の河川と砂防はまだこれからという

ことですが、これから用地買収等に入ってい

く、交渉に入るかと思うんですが、その市と

の協力関係どうなっていますか。もう県だけ

で行うわけですか。 

 

○久保用地対策課長 基本的には県で進める

事業という認識で進めさせていただいており

ますけれども、市のほうとは、情報交換とか

そういったものはそれなりに進めておるとい

うふうには聞いておりますが……。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○河津修司委員 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○河津修司委員 大変な、まだ今からいろい

ろ交渉に入るわけですけれども、まあ、大体

用地買収なんかは順調にいきそうですけれど

も、どういう見込みなんでしょうか。 

 

○久保用地対策課長 かなり土地の筆数とか

も熊本白川水害の２倍に及びますし、関係者

もそれなりに多くおられます。なおかつ、い

わゆる都市部ではないということで、相続登

記ですとかができてないとか、そういったい

わゆる難しい要因はそれなりにございますけ

れども、今、昨年から用地職員を多数配置し

まして、そういったものの調査、準備、そし

て交渉という形で進める中で、尐なくとも砂

防事業については、もう今年度できちっと激

特事業は終わらせていくという形の意識を持

って進めさせていただいております。 

 それで、黒川の事業については、地元の御

了解いただいて、ようやく動き始めたと、昨

年度からですね。というのもございますの

で、まだいっとき時間かかるとは思いますけ

れども、激特の期間というものをきちんとに

らんで、工事の時期、期間、そういったもの

も踏まえたところまでで取得を完了するな

り、協議を終了するというふうな形で進めた

いと考えております。 

 

○河津修司委員 いいです。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。ほか

にありませんか。 

 なければ、報告に対する質疑を終了いたし

ます。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○城下広作委員 熊本市内のことなんですけ

れども、北区にある坪井川遊水地、これは現

在県が管理をしているんですけれども、政令

市になった熊本市に、これはもう権限移譲し

て、管理はもう熊本市という形にできないの

か。県が管理をするというのでなくて、市が

もう――それが遊水地なんですね、管理をす

るというふうな形の分は考えられないのか、

これはどうなんでしょうか。 

 

○村上河川課長 坪井川遊水地に関しまして

は、基本的に坪井川というところが権限移譲

できるかどうかというのを市と県で協議をい

たしまして、今のところ県でそのままの管理

という格好になっております。 

 それで、これは道路と違って法定ではござ

いませんで、任意協議での移譲という格好に

なります。その中でも、遊水地の件ですけれ

ども、遊水地に関しましては、市のほうの公
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園との利用もありまして、以前からその利用

に関する維持管理を含めたところで協定を結

んで、一部については、熊本市さんに管理を

協定としてお任せしているところでございま

す。 

 

○城下広作委員 まあ、熊本市は政令市にな

って、区ごとでまちづくりを進めているわけ

ですよ。そして、遊水地の中のいわゆる有効

利用できる分は、ほとんど熊本市がグラウン

ドで使ったり、いわゆる子供が広場に使って

いるんですよ。そこは熊本市が実際に利用し

使ってて、河川の調整の部分とかそういうの

だけ県がやるというと、もともとそこを使

う、利用は熊本市のほうがたくさん使ってい

るわけだから、わざわざ一番面倒なところだ

け熊本県が担うなんていう話は、逆に言え

ば、あんまりお人よしで、熊本市がやってく

ださいと言えば、任意協議だから、熊本市に

どうぞと強く言えば私はいいと思うんですけ

れども、よほど相手が要らぬと、管理が難し

いのは県がしてねというふうにしか考えられ

ない、私には。それはどうなんですか。 

 

○村上河川課長 確かに、委員おっしゃると

おり、そういう形になっております。それ

で、あそこの遊水地も、深さをだんだんに変

えておりまして、一番川に近いところが、一

番小さな洪水でも入るということで、河川と

一体となった管理が必要なところ、そして川

から離れるに従って地盤高が尐しずつ上がっ

てグラウンド等に使用できるところになって

おりまして、そこを熊本市さんに今管理をお

願いしているという格好になっております。 

 それで、私どもとしましても、今後、維持

管理経費、あるいは職員の減尐もあるもので

すから、ほかの河川も含めまして、いろんな

面で権限移譲を進めるべきという考えは持っ

ております。引き続き熊本市等とも協議を進

めていこうと考えております。 

 

○城下広作委員 せっかく独立して頑張って

おるわけですから、管理すべきは管理する分

と、また、使っている部分だけ――まちづく

りの観点でも、恐らくあの周辺は、遊水地と

一体となって各校区の方々もよく利用されて

いるんですね。そうすると、より市民目線と

いうか、恐らく市のほうで管理しながら市民

が有効利用し合うという話がまちづくりのほ

うで進んでいるような状況だと思うんです

よ。 

 だから、そういう意味では、しっかり県

も、市のほうに、いよいよ時間もたったし、

しっかり管理しませんかというように私は進

めていったほうがいいのではないかというふ

うに思いますので、先ほどそういう考えだと

いうことですから、まあ、しっかり進めてい

ただきたいというふうに要望しておきます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○ 委員 立野ダムについてちょっと

お尋ねなんですけれども、民主党は基本的に

立野ダムはもうしっかりつくっていただけれ

ばいいというふうなスタンスなんですが、市

民団体の方たちは非常に陳情が多くて、県と

してはどういう問題点を、まあ、問題がある

としたら捉えているのかをちょっと教えてい

ただければ……。 

 

○村上河川課長 立野ダムにつきましては、

一部の県民の方々から、ダムの必要性、ある

いはダム建設による環境への影響とか、ダム

そのものの安全性というものに不安という意

見があることは承知しております。私たちの

ほうにも、いろんな団体の方から要望書を受

けております。それで、県としましては、今

実際私たちが一生懸命やっているのが白川の

激特事業なんでございますけれども、それと
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一体となって、ダムとしては必要ではない

か、必要ですよということを、先日の知事答

弁にもありましたとおり、私たち執行部とし

ても、しっかりと認識して、一緒になって事

業を進めているところでございます。 

 

○ 委員 しっかり住民に説明できる

体制づくりをお願いします。一部の住民の方

が非常に不安に思っているということは感じ

ていますので、よろしくお願いします。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかに。 

 

○森浩二委員 ちょっとこれは、負担調書を

もらいましたので、これは熊本市はどがんな

っとですかね、県道あたりの負担割合。 

 

○宮部道路整備課長 熊本市の負担割合…

…。 

 

○森浩二委員 要するに、県道たいな。何か

市町村が払う分もあるでしょうが、普通だ

と。熊本市が管理しとる場合はどがんなっ

と。 

 

○宮部道路整備課長 例えば、負担割合の調

書でいきますと、２ページをお開きくださ

い。例えば、補助事業の単独改築費事業等

で、例えば国道であれば、国が10分の5.5、

県が10分の4.5というのが上段に書いてござ

います。このときに、例えば、これが熊本市

の政令市になりますと、この県の部分が熊本

市というふうに置きかわりまして、国が10分

の5.5、熊本市が10分の4.5というような形に

なります。 

 

○森浩二委員 この単県というか……。 

 

○宮部道路整備課長 ３ページの、例えば単

独事業の単県道路改築事業につきましても、

この場合、県のところが熊本市になりますの

で、ここに市町村というのが出てこない。 

 

○森浩二委員 だけん、県のほうがやると、

どがんすっと。 

 

○宮部道路整備課長 県はやりません。負担

はしません。 

 

○森浩二委員 負担しないの。 

 

○宮部道路整備課長 しません。 

 

○森浩二委員 じゃ、もう10分の10になると

いうことかな。 

 

○宮部道路整備課長 そうです。 

 

○森浩二委員 だけん、俺は、この市町村と

県が逆になっとかなと思ったんだ。負担金で

県がやっとかなと。ほかの市町村からもらい

よるでしょう。今度政令市がするなら、県

が、橋梁なら1.5で……。 

 

○宮部道路整備課長 熊本県としては負担は

しておりませんので、熊本市の場合は、県道

であれば10分の10の負担になります。 

 

〇森浩二委員 10分の10。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○森浩二委員 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 １つだけちょっと私のほうからお願いとい

うか、要望ですけれども、先ほど城下先生が

河川の話をされました。もともと政令指定都

市に熊本市がなりまして、今までは県等に期
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成会等でいろんな道路の改良とかを要望され

ていた部分が非常にあります。しかしなが

ら、実際自分たちが今度当事者になられたと

きに、手のひらを返したように、余り協力的

じゃない部分が非常に多うございます。です

から、その辺は、やはりいろんな熊本市以外

の市町村の首長さんたちも、やはり県にきち

んと、何というか、主導権をとっていただい

て、熊本市にはある程度発言をしていただき

たいという要望があっておりますので、その

辺はよく土木部、認識をされまして、部長初

め皆さん方のほうから、きちんと熊本市のほ

うにお願いをしていただきたいと思います。 

 先日も、北熊本インターチェンジとかそう

いった部分も、かなり、熊本市に成りかわっ

たことで、おくれが出たりとかしております

ので、その辺よろしくお願いをしたいという

ふうに要望をしておきます。 

 ほかに何かございませんかね。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 それでは、これをもちまして第２回建設常

任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午後０時５分閉会 
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